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1-1.届出書類について

【厚生局への提出書類】

A:急性期病院、連携病院

・別添7 基本診療料の施設基準に係る届出書

・様式12 地域連携診療計画加算の施設基準に係る届出書添付書類

（別紙１１～１５）

・様式12-2 地域連携診療計画書（浜松肺炎地域連携パス様式にて代用）

・様式40-9 入退院支援加算１、２及び３の施設基準に係る届出書添付書類

B:診療所

・別添2 特掲診療料の施設基準に係る届出書

・様式12 地域連携診療計画加算の施設基準に係る届出書添付書類

（別紙１１～１５）

・様式12-2 地域連携診療計画書（浜松肺炎地域連携パス様式にて代用）

赤字の項目については各施設様にてご作成いただきます。



1-2. 届出書類詳細
Ａ：基本診療料の施設基準に係る届出書

入退院支援加算に係る届出添付書類
Ｂ：特掲診療料の施設基準に係る届出書

各施設にて作成をお願いします。



【様式12】及び別紙11～15

連携施設に変更があった際には１ヶ月分をまとめて翌月初旬に
参加施設様へご案内致します。

1-2. 届出書類詳細



【様式12-2】浜松肺炎地域連携パス（医療者用、患者用）、診療情報提供用紙

1-2. 届出書類詳細



1-3.届出手順

事務局(聖隷浜松病院)へ

[基本診療料又は特掲診療料の施設基準に係る届出書]を送付

聖隷浜松病院HPよりFAX様式を印刷し、送付

事務局にて届出様式一式を作成

2021年4月1日事務局より届出
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2. 加算項目と、対象となる行為

【①急性期病院】 地域連携診療計画加算 300点
退院・転院時にパス参加医療機関へ診療情報を提供し患者を転院

【②連携施設・病院
（介護医療院含む）】 地域連携診療計画加算 300点
退院・転院時にパス参加医療機関へ診療情報を提供

【③連携診療所等】 地域連携診療計画加算 50点
紹介元の施設へ診療状況を文書で提供したとき
※退院の翌月までに送付した場合に限る



2-1.各施設ごとの算定イメージ
①計画管理病院②連携病院③診療所等 全てが届出医療機関の場合

【①急性期病院】
入退院支援加算1 600点※

地域連携診療計画加算 300点
※入退院支援加算２の場合は190点

【②連携施設・病院】
入退院支援加算1 600点※

地域連携診療計画加算 300点
※入退院支援加算２の場合は190点

【③連携診療所等】
診療情報提供料（Ⅰ） 250点
地域連携診療計画加算 50点

②退院時算定 900点
（600点+300点）

③外来受診後 診療状況を連絡

送付時算定 300点（250点+50点）

※退院翌月末までに送付

①退院時算定 900点
（600点+300点）

②退院時に情報提供。算定×

③外来受診後 診療状況を連絡

送付時算定 300点（250点+50点）

※退院翌月末までに送付



2-2.各施設ごとの算定イメージ
②連携病院が入退院支援加算の届出をしていない医療機関（介護医療院等）の場合

【②連携施設・病院】
診療情報提供料（Ⅰ） 250点

【③連携診療所等】
診療情報提供料（Ⅰ） 250点

②退院時算定 250点

②退院時に情報提供。算定×

【①急性期病院】
入退院支援加算1 600点※

地域連携診療計画加算 300点
※入退院支援加算２の場合は190点

③外来受診後 診療状況を連絡

算定×

【介護医療院等】

③外来受診後 診療状況を連絡

算定×

①退院時算定 900点
（600点+300点）



2-3.各施設ごとの算定イメージ
②連携病院が届出をしていない医療機関の場合

【②連携施設・病院】
届出なし

診療情報提供料（Ⅰ） 250点

【③連携診療所等】
診療情報提供料（Ⅰ） 250点

②退院時算定 250点

【①急性期病院】
入退院支援加算1 600点※

※入退院支援加算２の場合は190点

①退院時算定 600点



2-4.各施設ごとの算定イメージ
①計画管理病院から③診療所へ直接紹介となった場合

【①急性期病院】
施設基準
届出あり

入退院支援加算1 600点※

地域連携診療計画加算 300点
※入退院支援加算２の場合は190点

【③連携診療所等】
施設基準
届出あり

診療情報提供料（Ⅰ） 250点
地域連携診療計画加算 50点

③外来受診後 診療状況を連絡

送付時算定 300点（250点+50点）

※退院翌月末までに情報提供

①退院時算定 900点
（600点+300点）
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3. 今後のスケジュール

2021年2月17日 聖隷浜松病院ホームページ「地域医療連携」ページに申込書の様式を掲載
計画管理病院 ：各施設にて届出
連携施設・病院 ：事務局へ届出用紙を送付
連携診療所等 ：事務局へ届出用紙を送付

2021年2月17～24日 運用検討会の説明動画を公開（聖隷浜松病院HPへリンクを掲載）

2021年3月20日 初回届出分の申込締切。
参画医療機関へ連携医療機関情報の配信

2021年4月1日 事務局より東海北陸厚生局へ、施設基準に係る届出書類一式を提出
「地域連携診療計画加算」の算定開始

2021年7月以降 運用検討会を開催（年3回予定）


